
アセットマネジメント（長期的視野に立った 
計画的資産管理）の推進について 

資料１－２ 
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 将来にわたって水道事業の経営を安定的に継続するための、長期的視野に立った計画
的な資産管理をいう。 
 

  【アセットマネジメントの構成要素】   
  ①施設データの整備（台帳整備） 
  ②日々の運転管理・点検等を通じた保有資産の健全度等の把握 
  ③中長期の更新需要・財政収支の見通しの把握 
  ④施設整備計画・財政計画等の作成  

 

アセットマネジメントとは 

金額 

今後必要な施設更新費用 

施設更新への投資可能額 

 ｜    ｜    ｜    ｜    ｜ 
現在 10年後   20年後 30年後 40年後 

更新需要に対
応できない 

金額 

 ｜    ｜    ｜    ｜    ｜ 
現在 10年後   20年後 30年後 40年後 

健全施設の 
供用延長等 

耐震化を伴う 
更新の前倒し等 

金額 

 ｜    ｜    ｜    ｜    ｜ 
現在 10年後   20年後 30年後 40年後 

40年後までに○○億円が必要 

更新需要の平準化 

「更新需要（今後必要な施設更
新費用）」と「財政収支の見通し
（施設更新への投資可能額）」

の比較 
施設の統廃合、ダウンサ
イジング等により、更新費
用の削減の検討 

料金改訂等により、
財源の確保の検討 

持続可能な事業運営に
向けた施設整備計画・財

政計画等の作成 

水道事業のアセットマネジメントの定義 
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ミクロマネジメントの実施 

マクロマネジメントの実施 

マクロマネジメントのレベルアップに向けた改善方策の抽出 

検討手法
の選定 

更新需要
見通しの

検討 

財政収支
の見通し
の検討 

妥当性の確認
と検討結果の

とりまとめ 

更新需要・財政収支見通し
の活用 

水道事業ビジョン 

基本 
計画 

施設整備計画 

財政計画 

情報提供 

更新投資 
の 

必要性 

業務指標 
の 

活用 

                             必要情報の整備 資産台帳 
施設台帳 

維持管理・ 
苦情データ 

点検 
データ 

診断 
結果 

財政 
データ 

水道施設の 
運転管理・点検調査 

更新投資 
の 

効果 

水道施設の 
診断と評価 

補修 
実施 
計画 

施設整備計画 

財政計画 

施設Ｂ 

水道施設の整備（新設・更新）、水道料金の改定 

③中長期の更新需要・財政収支の見通しの把握 ④施設整備計画・財政計画等 
の作成等 

②日々の運転管理・点検等を通じた保有資産の健全度等の把握 

施設Ａ 

簡易支援ツール・手引き 

①施設データの整備 
（台帳整備） 

広域化（広域連携）、官民連携 等 
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（参考）アセットマネジメントの構成要素及び実施サイクル 



アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）の実施状況 

 厚生労働省は、平成21年7月に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関
する手引き」を作成。 

 アセットマネジメントの実践を支援するため、必要データを入力することにより更新需要や
財政収支の見通しを試算できる「簡易支援ツール」を作成し、平成25年6月に公表。 

  全ての都道府県で「簡易支援ツール」に関する講習会等を実施し、水道事業者のアセッ
トマネジメントへの取組を推進。 

  アセットマネジメントの実施率は、平成24年度の約３割から平成27年度の約７割と増加。 

アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）の実施状況 

注）実施事業者数には実施中の事業者も含まれる （平成28年1月末時点） 

H24 割　　合 12.5% 46.4% 66.2% 72.1% 84.0% 67.0% 29.4%

H25 割　　合 36.3% 69.4% 87.5% 93.0% 100.0% 75.0% 51.6%

調査事業者数 916 222 160 58 29 93 1,478

実施事業者数 413 171 146 54 29 73 886

割　　合 45.1% 77.0% 91.3% 93.1% 100.0% 78.5% 59.9%

調査事業者数 906 208 155 55 29 87 1440

実施事業者数 496 174 146 52 29 75 972

（実施済み） (283) (115) (90) (38) (22) (59) (607)

割　　合 54.7% 83.7% 94.2% 94.5% 100.0% 86.2% 67.5%

0.0% 7.7% 7.6%

10万人～
25万人

25万人～
50万人

50万人以
上

用水供給 合計

1.4%2.9%

H26

計画給水人口 5万人未満
5万人～10

万人

H27

H26からH27への割合の伸
び(ポイント)

9.7% 6.6%
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更新需要と財政収支の見通しの試算の実施に向けた現状と課題 

 水道事業者のうち約３５％（５２０事業者）が未実施（H27.3月末時点） 

 更新需要と財政収支の見通し試算の未実施の事業者のうち、８７％（４５２事業）
が給水人口５万人未満の水道事業者。 

 未実施の理由は「①人員、時間がない」「②予算がない」「③資産データがそろ
わない」 

回答事業数（1,450） 未回答
（22） 

実施済（622） 未実施（520） 実施中（308） 

アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）実施状況 

調査対象事業体数（1,477） 

285
196

452

114

51

36

97

30
15

43
10

3
20

7 063 14
14

0%

20%

40%

60%

80%

100%

①実施済み ②実施中 ③実施していない

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの実施状況（事業規模別）

5万人

未満

5万人～

10万人

10万人～

25万人

25万人～

50万人

50万人

以上

用水供給

  ５万人未満の小規模水道事業体の未実施率が多
い。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①人員、時間が無い

②予算が無い

③資産データがそろわない

④実施方法がわからない

⑤必要性を感じない

⑥その他（自由記入）

未実施理由更新需要と財政収支の見通し試算の未実施理由 

（複数回答） 

299
57%

36
7%

65
13%

29
6%

17
3% 64

12%

10
2%

最も大きな理由

①人員、時間が無い

②予算が無い

③資産データがそろわない

④実施方法がわからない

⑤必要性を感じない

⑥その他

未回答

（択一回答） 

  更新需要と財政収支の見通し試算の未実施の最
も大きな理由は「人員、時間がない」、２番目の理由
は「資産データがそろわない」。 5 

更新需要と財政収支の見通し試算の実施状況 
（事業規模別） 



施設データや点検・診断結果の保存状況 

市町村合併でデータ整理できていない、過去から一部データが整備不足等の理由で、
更新需要と財政収支の見通しの試算に必要に情報整理ができていない事業者がいる。 

①市町村合併等による資料整理不足 

 過去の市町村合併以降、データ整理ができておらず、更新需要と財政収支の見通
しを試算するのに必要なデータ整理ができていない。 

 
②データはあるが、一括管理できていない。 

 各施設のデータは、それぞれ担当者（担当部局）が個別に管理しており、一括管理
できていない。 

 
③過去からの一部データの整備不足 

 過去の施設の図面や点検結果を保存していない場合があり、現時点で過去の一
部データがない。 

 
④施設データや点検・修繕データを破棄 

 工事図面、設計書、工事写真や点検記録等を、文書保存期間がすぎれば、廃棄し
ている場合があり、一部データが揃わない。 

 平成２７年度調査で、更新需要と財政収支の見通し試算の未実施理由が「資産データがそろわない」を 
  選択した２１７事業者のうち、大臣認可の１７事業体にアンケート調査等を実施（回答：１０事業体） 
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314 
242 

72 

308 
106 

202 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

全体 水道技術管理者 

又は 

担当者 

首長 

又は 

水道事業管理者 

試算の結果の活用（共有範囲） 

中長期の更新・耐震化の計画・構想や料金改正等に活用 

未活用 

回答事業数（1,450） 未回答
（22） 

実施済（622） 未実施（520） 実施中（308） 

アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）実施状況 

調査対象事業体数（1,477） 

更新需要と財政収支の見通しの試算の活用現状 

 更新需要と財政収支の見通しの試算を実施済みの事業者（６２２事業者）のうち、約５割
が試算結果を十分活用していない状況。 

 首長・水道事業管理者に試算結果を共有していない事業者は活用されていない傾向。 

 結果が活用されていない主たる理由は、試算に用いた「更新需要の精度が低く、施設整
備計画や財政計画の根拠として使用できない」 

国庫補助
金・交付金
の要望以
外にも活
用 

国庫補助
金・交付金
要望のみ 

162
132

30

152

110

42

308
106

202

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体 水道技術管理者

又は

担当者

首長

又は

水道事業管理者

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの結果の活用（共有範囲）

③国庫補助金・交付金の

要望以外にも活用している

②国庫補助金・交付金の

要望のみに活用

①活用していない

アセットマネジメントの結果を活用していない理由 

 試算の結果が未活用の主たる理由は、「更新需要の精度が低く、 施設整備計
画や財政計画の根拠として活用できないため。」 

中長期の更
新・耐震化
の計画・構
想や料金改
正等に活用 
 
  ３０８ 

未活用 
 

３１４ 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

①結果の信頼性が不十分なため（更新需

要の精度が低く、施設整備計画や財政計

画の根拠として使用できない等）

②活用方法を検討中であるため

③活用方法が分からないため

④活用する必要性を感じないため

⑤その他（自由記入）

活用していない理由

   ） 



回答事業数（1,450） 未回答
（22） 

実施済（622） 未実施（520） 実施中（308） 

アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）実施状況 

調査対象事業体数（1,477） 

227 

395 

更新需要と財政収支の見通しの試算を実施済み
の622事業体のうち、「中長期の更新・耐震化に関
する計画・構想（30～40年程度以上）」作成に活用
した事業体は227事業体（約37％、調査対象事業
体1450の約16％） 

更新需要と財政収支の見通しの試算を実施済
みの622事業体のうち、料金改定（値下げ含む）
に活用した事業体は239事業体（約38％、調査対
象事業体の約16％） 
 

186 

53 436 

料金値上げに活用 

料金値下げに活用 

料金改定に 
未活用 

中長期の更新・耐震化計画 
に関する計画・構想に活用 

中長期の更新・耐震化計画 
に関する計画・構想に未活用 

 「更新需要の精度が低く、施設整備計画や財政計画の根拠として使用できない」ことか
ら、試算の結果を活用して、「中長期の更新・耐震化に関する計画・構想（30～40年程度
以上）」作成や「料金改定」に活用した自治体は全体の２割弱（１６％）程度。 
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更新需要と財政収支の見通しの試算の活用現状 



 未活用の理由「更新需要の精度が低く、施設整備計画や財政計画の根拠として使用で
きない」より想定される要因 

 

①アセットマネジメントには「施設データの整備」が必要だが、十分整備されていない。（⇒未
実施理由と共通） 

②更新需要の試算精度の向上には、日常の運転管理・点検等による施設の診断・評価が
必要だが、施設の状態把握や健全性評価がなされていない。 

更新需要と財政収支の見通しの試算が未活用の要因分析 

9 

 Ｈ２５～２７年度に実施した立入検査の結果、立入検査を受けた１４６事業者のうち５２
事業者（約３６％）が施設点検に関連した指摘事項を受けている。 

 ５２事業者のうち２３の事業者が未点検（一部未点検含む）、９事業者が点検記録無し。 

52 

94 

点検指摘事業者 

点検指摘無し事業者 

立入検査を受けた 
事業者（１４６事業者） 

点検に関する指摘を 
受けた事業者（５２事業者） 

23 

9 
7 

13 
未点検・一部未点検 

点検記録作成無し 

点検記録不備 

点検体制不明確 

参考：アセットマネジメントの構成要素及び実施サイクル（P.3） 



  アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進① 

 
○水道施設は新たに拡張する時代から今ある施設の維持を中心とした時代へと移り変わり、保有する 
 施設を計画的に更新することが重要となっている。 
 
○水需要の減少が想定されるなか、更新時に合わせて、施設規模の適正化を進めることも効率的に事 
 業運営を行う上で重要である。 
 
（アセットマネジメントの義務付け） 
○こうしたことを踏まえ、水道施設の修繕、更新、耐震化及び再構築（以下「更新等」という。）を、長期 
 的視野に立って更新需要を把握した上で、財源確保を考慮しつつ計画的に行うことを、水道事業者に 
 義務付けるべきである。 
 
（アセットマネジメントによる更新需要等の公表） 
○更新等の工事の実施や水道料金への理解を求めるため、水道施設の老朽化等の状況及び長期的 
 視野に立った更新等の見込み（更新等の内容・時期・所要額）を需要者へ情報提供することを水道事 
 業者に義務付けるべきである。 
 
（認可権者による働きかけの強化） 
○アセットマネジメントの実効性を担保するため、現在国が行っている各水道事業者の運営に関する情 
 報の公表にとどまらず、認可権者による働きかけを強化するべきである。 

水道事業基盤強化方策検討会で示された基本的な方向性 
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平成27年度に実施した現況調査の結果から、アセットマネジメントの現状と課題についてさ
らに分析を実施。 
 更新需要と財政収支の見通しの試算実施状況と未実施要因 
○水道事業者のうち、約３５％（５２０事業者）が未実施（H27.3月末時点）。うち約８７％（４５２事業者）が

給水人口５万人以下の事業者。 
○未実施の理由は「①人員、時間がない」「②予算がない」「③資産データがそろわない」と回答。 
○「資産データがそろわない」を選択した事業体への聞き取り調査より、下記要因であると判明。 
   ①市町村合併等による資料整理不足 
   ②データはあるが、一括管理できていない。 
   ③過去からの一部データの整備不足 
   ④文書保存期間が過ぎた等の理由により施設データや点検・修繕データを破棄 
 

 更新需要と財政収支の見通しの試算結果の活用状況と未活用要因 
○実施済み事業者（６２２事業者）のうち、約５割が試算結果を十分活用していない状況。 

○結果が活用されていない主たる理由は、「更新需要の精度が低く、施設整備計画や財政計画の根拠
として使用できない」ためと回答。 

○未活用である要因（更新需要の精度が低い要因）としては、下記のものが挙げられる。 
   ① アセットマネジメントの前提となる必要な情報整備がなされていないのではないか。 
   ②日常の運転管理・点検調査や施設の診断・評価が不十分なのではないか。 

○試算結果を首長や水道事業管理者まで共有している場合と、水道技術管理者や各担当者のみで共
有している場合を比較すると、首長等まで共有している方が、計画の策定や料金改定等に結果が活
用されている傾向。 

現 状 

  アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進② 
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１．更新需要と財政収支の見通しの試算の実施を促進するためにどのような方策が 
 考えられるか。 
 
 
○ 「人員、時間がない」「予算がない」ことを理由とする事業体には、引き続き簡易支援ツー

ル等を活用して事業体を支援するとともに、広域連携の一環として、他の事業体からの人
材の派遣等により試算を実施する体制の整備を厚労省が支援したり、総務省の進める経
営戦略に対する財政措置を活用することが考えられるのではないか。 

   

○「施設データがない」との理由については、施設データの不存在は、アセットマネジメント
の実施のみならず、水道施設の維持管理や災害対応においても問題となることから、他
の社会資本（河川、下水道等）と同様に、水道においても、水道事業者は台帳を整備する
ことが必要ではないか。 

 

○上記に加えて、将来にわたって自らの経営を安定的に継続するため、水道事業者は、更
新需要や財政収支の見通しの試算結果に基づき、水道施設を計画的に更新（耐震化含
む）していくことの必要性を明らかにすべきではないか。 

 
 

主な論点と対応案 

  アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進③ 【検討事項】 
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２．更新需要と財政収支の見通しの試算結果を活用させるためにどのような方策が考えら
れるか。 

 

 

○（再掲）試算結果の未活用の要因と考えられる「施設データがない」については、施設
データの不存在は、アセットマネジメントの実施のみならず、水道施設の維持管理や災害
対応においても問題となることから、他の社会資本（河川、下水道等）と同様に、水道にお
いても、水道事業者は台帳を整備することが必要ではないか。 

   

○試算結果の未活用の要因と考えられる「日常の運転管理・点検調査や施設の診断・評価
が不十分」に対しても、水道施設の維持管理や災害対応において問題となることから、他
の社会資本と同様に、水道事業者は水道施設の維持修繕・点検を実施することが必要で
はないか。 

 

○水道事業者は、中長期的な更新需要及び財政収支の見通しの試算については、首長や
水道事業管理者と共有されることが望ましい。また、この試算を公表することにより、住民
理解の促進を図ってはどうか。 

 
 

主な論点と対応案 

  アセットマネジメント（長期的視野に立った計画的資産管理）の推進③ 【検討事項】 
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（参考）他の社会資本の台帳整備に関する規定 

 下水道法、道路法、河川法などでは、施設の台帳整備が義務付けられており、
電気事業法、ガス事業法では、「事業用電気工作物の工事、維持又は運用に
関する保安についての適正な記録に関すること。」（電気事業法施行規則）との
記載により、図面や施設情報の整備を行う規定が存在。 

 固定資産台帳は、公営企業会計において必要となるが、法律等での義務付け
の規定は存在しない。 

 水道法には、台帳の整備に関する義務付け規定はない。 
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水道法 下水道法 道路法 河川法 電気事業法 ガス事業法

法律

-

○
第二十三条（公共下水

道台帳）

○
 

第二十条（道路台帳）

○
第十二条（河川の台

帳）

○
第四十二条（保安規

定）

○
第三十条（保安規定）

政令

- - -

○
第四条（河川の台帳の組成） 

第五条（河川現況台帳） 

第六条（水利台帳） 

第七条（河川の台帳の保管）

- -

省令

-

○
 

第三条（公共下水道台帳）

○
第四条の二（道路台帳） 

○
第五条  （河川現況台帳の調書の様

式）

第六条（水利台帳の調書の様式） 

第七条（河川の台帳の保管）

○
第五十条「事業用電気工
作物の工事、維持又は運
用に関する保安について
の適正な記録に関するこ

と。」

○
第三十一条「ガス工作物
の工事、維持又は運用に
関する保安についての記

録に関すること。」

備考
固定資産台帳
（義務付けなし）

固定資産台帳
（義務付けなし）



（参考）下水道の施設台帳管理の例 

①調書（一部抜粋） 
 排水区域・処理区域の面積、人口、区域内の地名 
 共用開始の年月日 
 吐口の位置及び下水の放流先の名称 
 管渠の延長、マンホールの数 
 処理施設、ポンプ施設の位置、敷地面積、構造、能力 
 施設又は工作物の名称、位置、構造、設置者の指名と住所、設置の期間 
 
②図面（一部抜粋） 
 一般図 
   ・市区町村名及びその境界線 
   ・主要な管渠及び吐口の位置並びに放流先の名称 
   ・処理施設、ポンプ施設の位置並びに名称 
 施設平面図 
   ・管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠床高並びに流れ方向 
   ・マンホールの位置、種類及び内のり寸法 
   ・処理施設、ポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位、名称 

 下水道台帳は、公共用施設としての下水道の管理の適正化と下水道施設の適正な把握の基本となる（中略）下水道施設全般の実態がわか
るよう法に基づき調整し、これを保管しなければならない。 

左記の調書の他にポンプ施設の
調書、処理施設の調書等の様式
が示されている 
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（施設情報は最低限必須） 

「施設データの整備」の項目 「運転管理・点検等による施設の診断・評価」の項目 

（参考）更新需要の試算に必要な資料について 

16 



（参考）関連する社会資本整備における取り組み状況 
                   今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について 答申の概要（社会資本整備審議会・交通政策審議会） 

維持管理・更新に関する現状と課題を踏まえ、今後目指すべき社会資本の維持管理・更新の方向性、戦略的な維持管理・更新に関
する基本的な考え方及び国土交通省等が重点的に講ずべき具体的施策に関して、技術部会社会資本メンテナンス戦略小委員会
（平成２４年７月設置）において審議し、取りまとめたもの。 

主旨 

○社会経済情勢とこれまでの取組   
○国土交通省所管施設の実態と課題   
○これまでの維持管理・更新に関する技術的進歩の推移と課題   

第１章 維持管理・更新の現状と課題 

第３章 戦略的な維持管理・更新に関する基本的な考え方 

社会資本によって人々にもたらされる恩恵が次世代へも適切に継承されるよう、今後目指すべき１０の基本的な考え方を整理 
○国の責務 

○国民の理解と協力の促進 
○社会資本としての役割を持続的に発揮させるための維持管理・更新 
○安全・安心を確保するための維持管理・更新 
○豊かな暮らし・環境や活力ある経済社会を実現するための維持管理・更新 

○維持管理・更新の重点化 

○機能・費用のバランスの取れた維持管理・更新 
○ストック全体を見渡した調査・診断、評価及び活用 
○技術開発の推進 
○分野横断的な連携、多様な担い手との連携                     

第４章 戦略的な維持管理・更新のために重点的に講ずべき施策 

現在直面している課題を克服するために国土交通省等が重点的に講ずべき具体的施策を提言 

○維持管理・更新への「戦略的メンテナンス思想」の導入  
○維持管理・更新をシステマチックに行うための業務プロセスの再構築 
○長期的視点に立った維持管理・更新計画の策定  
○維持管理・更新に係る予算確保  ○維持管理・更新に係る入札契約制度の改善 
○維持管理・更新に軸足を置いた組織・制度への転換 
○施設の点検・診断、評価、設計及び修繕等を適切に実施するための技術者・技能者の育成・支援、資格制度の確立         

２．維持管理・更新をシステマチックに行うための取組  

 ○全ての施設の健全性等を正しく着実に把握するための仕組みの確立 
 ○維持管理・更新に係る情報の収集・蓄積とカルテの整備 
 ○施設の健全性等及びその対応方針の国民への公表と 
   国民の理解と協力促進  

１．施設の健全性等を正しく着実に把握するための取組  ３．維持管理・更新の水準を高めるための取組                                    

第２章 今後目指すべき社会資本の維持管理・更新の方向性 

○地方公共団体における維持管理・更新の実施状況に関する現状と課題 
○国土交通省所管の社会資本に関する維持管理・更新費の推計と課題 
○維持管理・更新に関する制度面、体制面での現状と課題   

○効率的・効果的な維持管理・更新のための技術開発等 
○分野や組織を超えた連携と多様な主体との連携等 
○地方公共団体等への支援 
○地方公共団体等が円滑に維持管理・更新を行うための枠組みの提示 

・国民の安全、社会経済活動を支えている社会資本の維持管理・更新の重要性  ・社会資本の維持管理・更新に重点をおいた体制の構築 
・幅広い分野に及び性質が異なる社会資本の条件を考慮した課題の検討      ・国民と一体となった社会資本の維持管理への取組の実現 
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（参考）関連する社会資本整備における取り組み状況 
       社会資本のメンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方策 概要 
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（参考）関連する社会資本整備における取り組み状況 
                                    インフラ老朽化対策等のための戦略的な維持管理・更新の推進 
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（参考）他の社会資本の点検に関する規定 

 関連する法令では施設の維持修繕の規定を設け、点検を位置付けている。 
 下水道については、平成２７年５月の法改正により維持修繕基準を新たに規定。 
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点検方法 健全性評価 点検サイクル 根拠法令

堤防、可動堰、
水門、樋門等

目視点検 4段階 毎年

○河川法

第十五条の二 　河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持

し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。

○河川法施行令

第九条の三

二 　河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこ

と。

三 　前号の点検は、ダム、堤防その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあつては、一年に一回以上の適切な頻

度で行うこと。

計測記録確認
目視点検等

4段階 概ね３年 ○通知で規定

現地調査
劣化・損傷調査等

5段階 30年 ○通知で規定

処理場・ポンプ場
（機器毎）

目視等 5段階 適切な時期

○下水道法

第七条の二 　公共下水道管理者は、公共下水道を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公衆衛生上重大な危害

が生じ、及び公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことのないように努めなければならない。

○下水道法施行令

第五条の十二

二 　公共下水道等の点検は、公共下水道等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

管路
（スパン毎）

目視等 3段階 5年

○下水道法施行令

第五条の十二

三 　前号の点検は、下水の貯留その他の原因により腐食するおそれが大きいものとして国土交通省令で定める排水施設

にあつては、五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。

道路
分野

橋梁、トンネル等 近接目視 4段階 5年

○道路法

第四十二条 　道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないよう

に努めなければならない。

○道路法施行令

第三十五条の二

二 　道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物について、道路構造等を

勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。

○道路法施行規則

第四条の五の五

一 　トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の

異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの（以下この条において「トンネル等」とい

う。）の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、五

年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

港湾
分野

港湾施設
陸上・海上から目視

及び計測等
4段階 5年以内

○港湾法

第五十六条の二の二  　水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設（以下「技術基準対象施設」と

いう。）は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる

性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合するように、建設し、改良し、又は維持

しなければならない。

２  　前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により

行わなければならない。

○技術基準対象施設の維持に関する必要な事項を定める告示(平成26年3月28日公布・施行)

・定期点検診断は、５年以内ごとに、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれがある施設にあっては、３

年以内ごとに行うこと

・詳細な定期点検診断を、適切に行うこと

・日常点検及び臨時点検診断を行うこ

施設分野

河川
分野

ダム

下水道
分野



（参考）ミクロマネジメントと得られる効果 

 ミクロマネジメントとは、 個別の水道施設ごとに「運転管理・点検調査」などの日常的な維持管理
や「施設の診断と評価」を実施し、マクロマネジメントの実施に必要なデータの収集や整備等を行う
ことを言う。 

 ミクロマネジメントを実施することで、ライフサイクルコストの最小化、更新需要の平準化が可能と
なるため、アセットマネジメントにおいて重要な構成要素である。 

水道施設の運転管理・点検調査 
（実施内容） 
・日常的な運転管理から施設状態把握。 
・定期的な点検により劣化の進行を確認。 
 
・事故、故障の予兆の発見。 
・点検結果の蓄積したデータが、水道施設の 
 健全度を維持していく基礎資料の整備 
・著しい劣化には緊急的な補修対応。 

水道施設の診断・評価 
（実施内容） 
・施設の点検結果をもとに、施設の健全性を 
 評価して、施設の性能・寿命を把握。 
 
・施設の最適な更新時期の決定が可能。 
・施設の耐震性能を評価し、個別施設毎の 
 適切な耐震化時期の設定が可能。 

ミクロマネジメントの実施内容 得られる効果 

効果① ライフサイクルコストの最小化 

定期的な点検、診断によ
り、施設の健全度が高いう
ちに補修することで、健全
性を維持して、ライフサイク
ルコストを最小化。 

効果② 更新需要の平準化 
金額 

 ｜    ｜    ｜    ｜    ｜ 
現在 10年後   20年後 30年後 40年後 

健全施設の 
供用延長等 

耐震化を伴う 
更新の前倒し等 

40年後までに○○億円が必要 

施設の健全度や耐震性能
の評価結果に基づき、将来
の更新需要ピークを適切
に平準化することができ
る。 
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 埼玉県秩父市では、事業計画や財政状況と今後の見通し等を踏まえ、施設更新等に必要な財源を
確保するため、平成26年度に料金改定を実施する対策が取られている。 

PPT出典：秩父市 水道事業の現状・将来像についての説明会（平成26年5月19日～30日）資料から抜粋 

現状の水道施設が抱える問題が顕在化（施設の耐震化率が低い、老朽化が進行し、漏水事故が多発・有収率が低下）し、安定給水のため
の投資が急務。 

人口減少により給水料収入は継続的に減
少し、投資に必要な財源が不足。 

必要な投資と健全な事業運営のためには35％の値上げが必要との試算。一般会計による
負担も含めて様々な料金値上げを試算を試算し、住民説明等を経て17.5％料金値上げ。 

（参考）アセットマネジメント（更新需要と財政収支の見通し試算）の活用事例 
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（参考）総務省経営戦略策定に係る財政措置 

○経営戦略の策定等に係る経費に関する財政措置（総務省：Ｈ２８～Ｈ３０） 
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